
評価確定日( 年 月 日)

国庫補助　　　　　県単独

(tel)

億円～　　　　　（　　　年）

計 画 時 評 価 時 増 減 理 由 等

事 業 費

工 事 費
経費

用 補 費
内訳

そ の 他

国庫補助

財源 県 債

そ の 他内訳(単位:千円)

一般財源

事 業 内 容

指 標 名

指 標 式

指 標 の 種 類 成果指標 業績指標 低減指標の有無 有 無

目 標 値 ａ
データ等の出典

実 績 値 ｂ

把 握 の 時 期 　　　年　　　月

○ ●
平成18 09 07

H18-建-継-1 ● ○

都市計画街路事業 建設交通部　都市計画課

一種改築（バイパス） 街路班 018-860-2444

都市計画道路　川尻広面線 髙松　正彦

秋田市旭北寺町 上席主幹兼班長　進藤　敏博

C 快適で安全な生活を支える環境づくり

02 街なか活性化による賑わいの再生

04 都市計画道路整備率

5.5/10H21   16           44.1H06

延長Ｌ＝３４４ｍ　幅員Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ

○本路線は、秋田市都心部の通過交通を迂回させる都心環状道路の一部として位置付けられている重

　要な幹線道路である。しかし、現道は幅員が狭く、歩道が無いほか、未開通部分もあり、円滑な道

　路交通が阻害されている状況にある。このため、当該区間の整備を実施し、中心市街地の交通円滑

　化と沿道環境の改善を図るものである。

○環状道路の整備
○市町村合併支援

○歩道のバリアフリー化

○交通隘路区間の解消

  4,423,000  4,404,000    -19,000

    383,000    371,301    -11,699電線共同溝の構造の見直し等

  3,408,000  3,403,261     -4,739

    632,000    629,438     -2,562

  2,432,650  2,282,933   -149,717

  1,638,000  1,737,000     99,000

    265,380    264,240     -1,140

     86,970    119,827     32,857

調査設計 調査設計

用地補償 用地補償

街築工 街築工

○用地買収も順調に進んでおり、約７割の進捗である。

○特になし

○あきた２１総合計画における施策「街なか活性化による賑わいの再生」を支援する事業。

○秋田都市計画区域マスタープランにおいて、「おおむね１０年以内に整備する主要な施設」に位置

　付けられている。

○秋田市内においては、交通渋滞が著しいため通勤・通学に支障をきたしているほか、交通事故の過
　半数を高齢者が占めるなど、早急に、都市内の交通円滑化とバリアフリー化を図る状況にある。

都市計画道路整備率

整備済延長／都市計画決定延長

○ ● ○ ●

         60％ 都市計画年報

％         48

達成率ｂ／ａ        80.0％ 平成18 7



事業コード( )

箇所名 ( )

　　　選定または継続　　　改善　　　見直し　　　保留または中止

①指摘事項

前回評価結

果等
②指摘事項への対応

観 点 評 価 の 内 容 （ 特 記 事 項 ） 評 価 点

必 要 性
点

点緊 急 性

点有 効 性

効 率 性 点

点熟 度

ランク （ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ）

判 定 点

　　　継続　　　改善して継続　　　見直し　　　中止

総 合 評 価

H18-建-継-1

秋田市旭北寺町

● ○ ○ ○

○特になし

○特になし

○秋田市中心部の交通渋滞緩和を図るためには、都心環状道路の一部である当路線の整備
　は重要である。

○通学路指定がされていることや、交通事故の過半数を高齢者が占めることなどから、歩
  26　道のバリアフリー化を図ることが必要である。

○あきた２１総合計画における施策「街なか活性化による賑わいの再生」を支援する事業

　であるほか、秋田都市計画区域マスタープランにおいて、「おおむね１０年以内に整備

　する主要な施設」として位置付けられている。   11
○市町村合併支援道路として指定されている。

○歩道のバリアフリー化と併わせ、無電柱化を推進することから、良好な都市空間を創出

　することになるため、まちづくりに貢献するものである。

  13

○事業の費用便益比は１．６９であり効率性は高い。

　・総費用の現在価値　５０億円

　・総便益の現在価値　８４億円   20
○電線共同溝における構造の見直し等によりコスト縮減を図っている。これにより、併せ
　て、電線共同溝参画者のコスト縮減にもつながっている。

○用地補償については、反対者もなく順調に進んでいる。また、地元まちづくり協議会か

　らも早期の完成を要望されており、熟度は高い。

  13

● ○ ○

○都市内の交通円滑化やバリアフリー化に貢献し、市町村合併支援道路にも指定されて     83
　いるほか、有効性・効率性・熟度の評価が高いことから、引き続き実施すべき事業で

　ある。

● ○ ○ ○

○事業継続は妥当である。

引き続きコスト縮減に留意しながら、事業を継続する。

県の対応方針を「可」とする。



評価種別 事業コード( )

適用基準名 箇所名 ( )

１．評価内訳

観点 評価項目　細別 評価基準 配 点 評価点 摘 要

   1/2別表７(16)

H18-建-継-1継続箇所評価

秋田市旭北寺町街路事業

必要性

緊急性

有効性

都市計画道路の規模・機能
　　道路の規模及び分類

　　都市構造上の機能

現況道路における問題箇所
　 交通容量不足（現況混雑度1.0以上）

　　主要渋滞ポイント

　 狭隘道路（車道幅5.5ｍ未満）

　　線形不良・勾配不良
　　（道路構造令の基準に達しない道路）
　　バス路線

　　歩行者、自転車の交通量が比較的多い道
　 （自転車歩行者交通量500人・台以上）
　　歩道や自歩道が無い道路
　 (規定幅員が確保されていない場合を含
　　人身事故発生と地点

　　老朽橋梁

　　通学路指定

交通状況の変化
　　現況道路の交通量変動
　　（自動車・歩行者・自転車交通量）

計
関連事業の有無
　 各種プロジェクト支援(県の主要プロジ
　　ト・地域振興プロジェクト）
　　大規模イベント支援
　　国体・インターハイ・万博など
　　公共公益施設アクセス
　　市町村役場・病院・学校・公民館など
　　他公共事業関連
　　（街路事業以外の事業支援）
　　住宅宅地開発
　 (300戸以上又は16ha以上の連絡道路)
隣接区間の整備状況
　　隣接区間の整備状況

防災機能向上への貢献度
　　・緊急輸送路又は代替路線
　　・災害避難路
　　・消防活動困難地域の解消路線
　　・無電柱化計画

計
物流の高度化と交流の円滑化への貢献度
　 ・高速ICアクセス
　　・港湾・空港アクセス
　 ・新幹線駅又は特急停車駅等(※)ｱｸｾｽ
　 ※特急停車駅又は平均乗降客2000人/日
　　・主要な観光地へのアクセス
　　・駅前広場の造成
　　・広域道路整備計画
市街地の活性化とまちづくりへの貢献度
　 ・DID区域内の事業
　　・市街地再開発・区画整理等との連携
　　・無電柱化計画
　　・景観や中心市街地の特色あるまちづく
　　　りに資する事業
　　・歩行者空間の確保
安全で快適な生活環境への貢献度
　　・バリアフリー
　　・二次・三次医療施設へのアクセス
　　・消・融雪施設の整備
　　・堆雪幅の確保
　　・道路緑化の推進

計

主要幹線街路・都市高速道路
幹線街路
補助幹線街路
上記以外の補助幹線街路など
高速交通拠点と連絡する道路・都心軸道路
放射環状道路
都心軸を補完する道路
その他の道路

有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し

増 加
減 少

有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し
有 り
な し

整備済み
未整備

該当項目２以上
該当項目１
該当項目０

該当項目２以上
該当項目１
該当項目０

該当項目２以上
該当項目１
該当項目０

該当項目２以上
該当項目１
該当項目０

5
4
3
0
5
4
2
0

2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0

5
0
35

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

5
0

5
3
0

15

5
3
0

5
3
0

5
3
0

15

5

4

2

0
2

2

0

0
2

2

0
2

5

26

0

0
1

0

0

5

5

11

3

5

5

13

4車線以上かつ幅20ｍ以上
2車線以上かつ幅16ｍ以上
2車線かつ幅12ｍ以上

※バイパス、新設路線につ
　いては、競合する路線を
　現況道路とみなす



評価種別 事業コード( )

適用基準名 箇所名 ( )

１．評価内訳

観点 評価項目　細別 評価基準 配 点 評価点 摘 要

２．判定
ランク 判定内容 配　　点 判定 摘　　要

   2/2別表７(16)

継続箇所評価 H18-建-継-1

街路事業 秋田市旭北寺町

効率性

熟度

費用便益比（Ｂ／Ｃ）
　　費用便益比（Ｂ／Ｃ）

計画交通量
　　計画交通量

コスト縮減・リサイクル推進貢献度
　 ・廃棄物の発生抑制,再資源化,適正処理
　　・リサイクル製品、再生骨材等の使用
　　・新工法・新技術の採用
　　・その他（具体的事例）
事業中止又は休止による影響
　　事業中止・休止した場合の成果に対する
　　影響

計
都市計画事業認可に対する事業の進捗状況
　　事業の進捗

地域の協力体制
　　・事業推進のための各種協議会等が設置
　　　されている
　　・地域住民の取り組みが積極的である
　　・市町村自ら積極的に用地交渉など事業
　　　推進に寄与している
　　・買い取り請求が複数ある
　　・裁決申請（予定を含む）物件がない
　　　※都市計画法第６８条による

計

１．５以上
１．０以上１．５未満
１．０未満

10,000台／日以上
4,000台／日以上10,000台／日未満
1,000台／日以上4,000台／日未満
1,000台／日未満

該当項目２以上
該当項目１
該当項目０

代替手段がなく、影響が大きい
代替手段はあるが、影響が大きい
代替手段はあり、影響が小さい

８割以上完了
５割以上完了
１割以上完了
１割未満

該当項目３以上
該当項目２
該当項目１
該当項目０

5
3
0

5
3
2
0

5
3
0

5
3
0
20

10
8
5
2

5
4
3
0

15

5

5

5

5

20

8

5

13

同盟会,協議会,連絡会議等
各種説明会の出席率が高い

Ⅰ 優先度がかなり高い ８０点以上

Ⅱ 優先度が高い ６０点以上～８０点未満

Ⅲ 優先度が低い ６０点未満

Ⅰ


